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「新規入園申請」及び「転園申請」に必要な書類

保育の必要性 必要書類 注意事項

就労

家庭外就労
①就労証明書（事業主が記入） 就労予定・復帰予定で提出された方

は就労後給与支給明細書等の写しの
提出が必要です。

自 営 業 ・
内職の就労

①就労証明書（就労者自身が記入）
②自営が分かる社会保険や建設国保・医師国保等の保険証

の場合、保険証の写しを添付
③市国保の保険証の場合は、確定申告書（写）や（自営事

業所の）領収書等自営が分かるものを添付

自営手伝等で給金の発生しない場合
は、（保育の必要性が高い）就労とみ
なしません。

農 業 就 労
①就労証明書（就労者自身が記入）
②農業所得が記載されている確定申告書（写）等

農業手伝等で給金が発生しない場合
は、（保育の必要性が高い）就労とみ
なしません。

妊娠・出産

①就労以外の申立書（保護者自身が記入）
②母子健康手帳の写し（表紙と分娩予定日の分かる４ペー

ジ目）

産前２か月、産後３か月（出産月を含
む。）が保育の実施期間です。新規入
園の場合、期間終了後に育休取得又
は求職中での理由で入園継続はでき
ません。就労で申請された場合であっ
ても入園月が産前産後期間と判明す
れば同様に産後で退園となります。

疾病
障害

疾　　　病
①就労以外の申立書（保護者自身が記入）
②診断書（医師の診断）

診断書には、症状や治癒見込及び療養
に必要な期間の明記が必要です。場合
によっては診断書の再提出や入園期間
を限定する場合があります。

障　　　害 ①就労以外の申立書（保護者自身が記入）
②診断書等

障害者手帳をお持ちの方は診断書の
代わりとなります（手帳の写し不要）。

介　護　等 ①就労以外の申立書（保護者自身が記入）
②介護保険証（写）と介護計画書又は診断書

同居親族で常時介護又は看護が必要
な場合

求 職 活 動
（起業準備）

（派遣就労先未定）

①就労以外の申立書（保護者自身が記入）
②「求職活動」により保育園等を利用する方へ

申請後に就労内定が決まった場合は、
就労として再度届出が必要です。ま
た、入園して３か月以内に就労の確
認ができない場合退園となります。

就　　　学
①就労以外の申立書（保護者自身が記入）
②在学証明書又は学生証の写し
③就学の期間・日数・時間が分かる資料

就学の期間が入園可能な期間となり
ます。１年ごとの申請となるため、
毎年在学証明書の提出が必要です。

育 児 休 業 ①就労証明書（事業主が記入）又は辞令等 新規申請及び３歳未満児の転園申請
はできません。

そ　の　他
①就労以外の申立書（保護者自身が記入）
②その事由を証明するもの

災害復旧や児童虐待・DV の事由の場
合は直接子育て支援課にご相談くだ
さい。
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１　「施設利用申込書 兼 教育・保育給付認定申請書」
２　マイナンバー申告書（新規入園申請）
３　保育が必要である証明書

４　保育料等口座振替依頼書　市内公立施設及び私立保育園の新規入園児童（入園決定後該当者のみ提出）
５　海外勤務や入国により日本で課税されていない方は収入と控除額が分かる書類
６　保育料軽減申請書　８ページを参照ください。
７　入園希望児童の母子健康手帳


